
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
号 

 
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

神
明
神
社
鳥
獣
保
護
区 

二 

区
域 

 
 

久
喜
市
菖
蒲
町
内
に
お
け
る
神
明
神
社
の
境
内
及
び
参
道
（
三
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

保
護
に
関
す
る
指
針 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

当
該
区
域
は
、
久
喜
市
菖
蒲
町
上
栢
間
に
所
在
し
、
埼
玉
県
の
北
東
部
に
位
置
す
る
。
地

形
的
に
は
元
荒
川
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
河
川
の
氾
濫
原
の
中
に
あ
り
、
北
西
か
ら
南
東

に
の
び
る
埋
没
台
地
上
の
微
高
地
の
北
東
端
に
位
置
し
て
い
る
。 

ま
た
、
当
該
区
域
社
叢
内
の
ス
ギ
大
径
木
で
は
オ
オ
タ
カ
の
営
巣
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

オ
オ
タ
カ
は
国
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
準
絶
滅
危
惧
（
現
時
点
で
は
絶
滅
危
険
度
は
小

さ
い
が
、
生
息
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
は
「
絶
滅
危
惧
」
に
移
行
す
る
可
能
性
の
あ
る
種
）
、

本
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
も
絶
滅
危
惧

類
（
絶
滅
の
危
険
が
増
大
し
て
い
る
種
）

に
指
定
さ
れ
て
お
り
保
護
繁
殖
の
必
要
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
ト
ラ
フ
ズ
ク
（
本
県
の
レ

ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
で
絶
滅
危
惧

Ｂ
類
（
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
種
で
、
近
い
将
来

に
お
け
る
野
生
で
の
絶
滅
の
危
険
性
が
高
い
も
の
）
に
分
類
）
、
ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
（
同

類
に
分
類
）
、
チ
ョ
ウ
ゲ
ン
ボ
ウ
（
同
準
絶
滅
危
惧
（
存
続
基
盤
が
脆
弱
な
種
で
、
環
境

条
件
の
評
価
に
よ
っ
て
容
易
に
絶
滅
危
惧
に
移
行
し
得
る
属
性
を
本
来
有
し
て
い
る
も
の
）

に
分
類
）
等
の
希
少
鳥
類
や
ホ
ン
ド
タ
ヌ
キ
、
ホ
ン
ド
イ
タ
チ
の
よ
う
な
本
県
の
レ
ッ
ド
デ

ー
タ
ブ
ッ
ク
の
地
帯
別
危
惧
種
（
地
帯
別
に
見
た
と
き
に
存
続
基
盤
が
脆
弱
な
種
）
も
生
息

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
希
少
生
物
の
良
好
な
生
息
域
と
し
て
保
全
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。 

更
に
、
久
喜
市
菖
蒲
町
上
栢
間
地
域
は
元
荒
川
と
見
沼
代
用
水
に
挟
ま
れ
た
低
地
で
あ
る
。

そ
の
低
地
の
中
で
も
神
明
神
社
周
辺
は
微
高
地
と
な
っ
て
お
り
、
久
喜
市
の
中
で
野
生
生
物



の
生
息
地
が
確
保
で
き
る
環
境
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

加
え
て
、
神
明
神
社
社
叢
は
昭
和
五
十
二
年
に
県
指
定
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、
昭

和
五
十
八
年
に
は
「
ふ
る
さ
と
の
森
」
の
指
定
も
受
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
水
田
地

帯
の
中
で
重
要
な
緑
地
空
間
と
な
っ
て
お
り
、
野
生
生
物
の
居
住
地
と
し
て
保
全
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
当
該
区
域
は
、
本
県
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
保
全
と
野
生
鳥
獣
の
保
護

を
図
る
上
で
重
要
な
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
身
近
な
鳥
獣
生
息
地
と
し
て
鳥
獣
の
保
護
及

び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
鳥
獣
保
護
区

に
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 


